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地
域
医
療
を
支
え
る
全
国
の
公
立
病
院
が
、
極
め
て
厳
し
い
経
営
難
に
陥
っ
て
い
る
。
令
和
四
年
度
に
三
割
強
で
あ
っ
た
赤

字
の
公
立
病
院
の
割
合
は
、
令
和
五
年
度
に
七
割
、
令
和
六
年
度
に
は
八
割
強
に
増
加
し
、
赤
字
額
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
。
昨
今
の
物
価
高
騰
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
や
医
療
材
料
費
が
か
さ
む
と
と
も
に
、
人
件
費
や
委
託
費
も
増
大
し

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
コ
ス
ト
上
昇
に
、
昨
年
度
に
実
施
さ
れ
た
診
療
報
酬
の
改
定
が
十
分
に
対
応
で
き
て
い
な
い
た
め
、
経

営
の
改
善
は
到
底
見
込
め
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
加
え
て
、
慢
性
的
な
医
師
・
看
護
師
不
足
が
続
く
中
、
少
な
い
ス
タ
ッ
フ

で
膨
大
な
量
の
業
務
を
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
疲
弊
す
る
ば
か
り
で
賃
金
も
十
分
に
は
上
が
ら
な
い
た
め
、
医
療
従
事
者
の
離
職

が
相
次
ぐ
と
い
っ
た
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。 

 

公
立
病
院
は
、
民
間
が
参
入
し
に
く
い
不
採
算
医
療
（
小
児
・
周
産
期
・
救
急
等
）
を
担
い
、
地
域
の
基
幹
病
院
と
し
て
、

持
続
可
能
な
地
域
医
療
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
経
営
悪
化
や
人
材
流
出
に
よ
る
地
域
医
療
の
崩
壊
を
防
ぐ

た
め
、
政
府
を
挙
げ
て
様
々
な
政
策
を
動
員
し
、
公
立
病
院
を
支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

地
元
で
あ
る
春
日
部
市
で
も
、
全
国
の
状
況
と
同
様
に
公
立
病
院
の
経
営
状
況
は
非
常
に
苦
し
い
。
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー
で

は
、
総
務
省
の
「
公
立
病
院
経
営
強
化
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
か
ら
九
年
度
ま
で
の
四
年
間
を
期
間
と
す
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る
「
春
日
部
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー
経
営
強
化
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、
目
標
達
成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
の
、
物
価
高

騰
や
人
事
院
勧
告
に
よ
る
、
職
員
給
与
増
に
対
し
て
適
時
の
手
当
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
影
響
を
大
き
く
受
け
思
う
よ
う
に
成
果

が
上
が
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

総
務
省
は
、
公
立
病
院
が
担
う
重
要
な
役
割
を
踏
ま
え
て
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
の
見
解
を
示
し
て
お
り
、
令

和
七
年
度
に
お
い
て
は
、
「
不
採
算
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
不
採
算
地
区
病
院
等
へ
の
特
別
交

付
税
措
置
の
基
準
額
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
引
上
げ
（
令
和
三
年
度
か
ら
実
施
）
を
継
続
」
、
「
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
等
で

あ
る
場
合
に
は
、
訪
問
看
護
や
遠
隔
医
療
に
要
す
る
助
成
経
費
を
新
た
に
特
別
交
付
税
措
置
の
対
象
に
追
加
」
、
「
資
金
繰

り
を
支
援
す
る
た
め
に
新
た
な
地
方
債
を
創
設
」
等
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
立
病
院
の
経
営
難
へ
の
対
策
は

対
象
や
条
件
が
限
定
さ
れ
過
ぎ
て
お
り
、
金
額
も
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
追
加
支
援
が
急
務
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
赤
字
の
公
立
病
院
の
経
営
を
、
物
価
高
騰
に
対
応
す
る
た
め
緊
急
的
に
支
え
る
補
助
金
制
度
（
人
件
費
や
燃
料
費
等
に

充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）
を
創
設
す
る
予
定
は
あ
る
の
か
、
ま
た
、
公
立
病
院
に
係
る
地
方
交
付
税
の
算
定
基
準
の
更

な
る
引
上
げ
な
ど
、
地
方
財
政
措
置
の
拡
充
を
行
う
予
定
は
あ
る
の
か
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 
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二 

診
療
報
酬
の
改
定
に
つ
い
て
、
政
府
か
ら
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
の
総
務
委
員
会
に
お
け
る
答
弁
で
、
「
昨
年
度

の
改
定
で
一
定
の
措
置
を
講
じ
た
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
か
ら
更
に
時
間
が
経
過
し
、
物
価
高
騰
や
人

件
費
上
昇
が
病
院
経
営
を
著
し
く
圧
迫
し
て
い
る
。
次
期
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
の
下
で
、
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
の
増
額
を
含
む
大
幅
な
診
療
報
酬
の
引
上
げ
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま

た
、
日
本
医
師
会
の
松
本
会
長
が
十
月
一
日
の
定
例
会
見
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
「
（
次
の
診

療
報
酬
改
定
ま
で
の
二
年
間
の
間
に
）
物
価
・
賃
金
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
適
切
に
対
応

す
る
新
た
な
仕
組
み
の
導
入
の
検
討
を
明
確
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
旨
の
発
言
を
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
の
政
府
の
考
え
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


